
 

重要事項説明書 

 

  あなた（利用者）に対するサービスの提供開始にあたり、厚生労働省令の規定に基づき、当事業者が

あなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。 

 

１．事業者（法人）の概要 

 

事業者（法人）の名称 株式会社 ハピネス 

主たる事務所の所在地 〒674-0074 明石市魚住町清水431番地の2の201号 

代表者（職名・氏名） 代表取締役 島﨑 ミエ子 

設立年月日 平成18年12月6日 

電話番号 078-944-6461 

 

２．ご利用事業所の概要 

 

 ご利用事業所の名称 訪問介護 わかば 

サービスの種類 訪問介護 

事業所の所在地 〒674-0074 明石市魚住町清水431番地の2の201号 

電話番号 078-944-6461 

指定年月日・事業所番号 令和3年4月1日指定 2872005398 

管理者の氏名 島崎 ミエ子 

通常の事業の実施地域 明石市・神戸市西区・播磨町・稲美町・加古川市 

 

３．事業の目的と運営の方針 

 

事業の目的 

要介護状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅におい

て自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図

るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、居宅サービスを

提供することを目的とします。 

運営の方針 

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他

関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の

保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護

状態の軽減や悪化の防止等、適切なサービスの提供に努めます。 



 

４．営業日時 

 

営業日 
月曜日～金曜日 

但し、1月1日から3日は休業とする 

営業時間 午前9時00分から午後5時00分までとする。 

サービス提供時間 午前7時から午後8時までとする。 

※上記以外の日程及び時間の訪問介護サービスはご相談の上実施いたします。 

 

５．提供するサービスの内容 

以下のサービスの金額は法定介護報酬によります。詳しい金額につきましては、次項・料金表をご確

認ください。 

 

 具体的には、サービスの内容により、以下の区分に分けられます。 

身体介護 

【契約者に対する身体介護を行います】 

利用者の身体に直接接触して行う介助や日常生活を営むのに必要な機能を

高めるための介助や専門的な援助を行います。 

例）起床介助、就寝介助、排泄介助、身体整容、食事介助、更衣介助、 

清拭(せいしき)、入浴介助、体位交換、服薬介助、通院･外出介助 

生活援助 

【契約者に対する生活援助を行います】 

家事を行うことが困難な利用者に対して、家事の援助を行います。 

例）調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受取り、衣服の整理 

 

介護サービス提供に際してのお願い 

● 担当の訪問介護員は訪問介護わかばが決定します。 

● 契約者からの担当訪問介護員の指定はできません。訪問介護員の交代を希望の場合は交換を希望さ

れる理由を訪問介護わかばまでお知らせください。 

● 訪問介護わかばの事情により訪問介護員を交替する場合がございます。 

● 介護サービス提供に関する指示は、契約者の事情、意向等に十分配慮したうえで訪問介護わかばか

ら訪問介護員に直接行います。 

● 契約者以外のサービス提供はできません。また、契約者以外（家族等含む）への介護、食事の提供、

家族等への衣類洗濯、契約者の居室以外の掃除等はいたしません。 



 

● 介護サービス以外の業務（庭の掃除、故障個所の修繕、貯金の預け払い、医療行為等）はいたしま

せん。 

● 通院等、移動付き添いはタクシー・バス等の公共交通機関を利用の場合に限らせていただきます。 

● 契約者および家族等からの金銭・物品の授受は一切いたしません。 

 

６．利用料 

あなたがサービスを利用した場合の利用料金は以下のとおりであり、あなたからお支払いいただく

「利用者負担金」は、負担割合に応じた額をご負担いただきます。ただし、介護保険給付の支給限度

額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。 

  

 
生活援助が中心
である訪問介護
を行った場合 

介護報酬総額 
（10割） 

1割負担 2割負担 3割負担 

所要時間が２０
分以上４５分未
満の場合 

１８６５円 １８６円 ３７３円 ５５９円 

所要時間が４５
分以上の場合 

２２９２円 ２２９円 ４５８円 ６８７円 

 

身体介護が中心
である訪問介護 

介護報酬総額 
（10割） 

1割負担 2割負担 3割負担 

所要時間が２０
分未満の場合 

１６９８円 １６９円 ３３９円 ５０９円 

所要時間が２０
分以上３０分未
満の場合 

２５４２円 ２５４円 ５０８円 ７６２円 

所要時間３０分
以上１時間未満
の 
場合 

４０３２円 ４０３円 ８０６円 １２０９円 

所要時間が１時
間以上１時間３
０分未満の場合 

５９０８円 ５９０円 １１８１円 １７７２円 

以後所要時間３
０分を増すごと
に 
加算される 

８５４円 ８５円 １７０円 ２５６円 

身体介護と生活
介護を行った 
場合 

介護報酬総額 
（10割） 

1割負担 2割負担 3割負担 

身体介護 所要時
間２０分以上３
０分未満 
生活援助 所要時
間２０分以上４
５分未満の場合 

３２１９円 ３２１円 ６４３円 ９６５円 



 
 

 
※ 上記の介護報酬額は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら
介護報酬額も自動的に改訂されます。なお、その場合は事前に新しい介護報酬額を書面でお知らせ
します。 

※ 端数の処理の関係により実際の請求額と若干異なることがあります 
 

 
 
 
 
(２)介護保険対象外サービス 

身体介護 所要時
間２０分以上３
０分未満 
生活援助 所要時
間４５分以上７
０分未満の場合 

３８９７円 ３８９円 ７７９円 １１６９円 

身体介護 所要時
間２０分以上３
０分未満 
生活援助 所要時
間７０分以上の
場合 

４５７４円 ４５７円 ９１４円 １３７２円 

身体介護 所要時
間３０分以上１
時間未満 
生活援助 所要時
間２０分以上４
５分未満の場合 

４７０９円 ４７０円 ９４１円 １４１２円 

身体介護 所要時
間３０分以上１
時間未満 
生活援助 所要時
間４５分以上７
０分未満の場合 

５３８７円 ５３８円 １０７７円 １６１６円 

身体介護 所要時
間３０分以上１
時間未満 
生活援助所 要時
間７０分以上の
場合 

６０６４円 ６０６円 １２１２円 １８１９円 

加算 
介護報酬総額 
（10割） 

1割負担 2割負担 3割負担 

緊急時訪問介護
加算 

１０４２円 １０４円 ２０８円 ３１２円 

初回加算 ２０８４円 ２０８円 ４１６円 ６２５円 

2人の訪問介護員による場合 所定単位数の 100分の 200×10.42（左記の 1割） 

特定事業所加算Ⅱ 所定単位数の 100分の 10×10.42（左記の 1割） 

夜間・早朝・深夜加算 
夜間（18時～22時） 
早朝（6時～8時） 
深夜（22時～翌朝 6時） 

夜間・早朝 
所定単位数の 100分の 25×10.42（左記の 1割） 
深夜 
所定単位数の 100分の 50×10.42（左記の 1割） 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 所定単位数の 1000分の 245×10.42（左記の 1割） 



 

① キャンセル料 

 

 利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただき

ます。ただし、あなたの体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不

要とします。 

キャンセルの時期 キャンセル料 

利用予定日の前営業日の午後5時 

までにご連絡をいただいた場合 
無料 

利用予定日の前営業日の午後5時ま

でに連絡をいただかなかった場合 
1,000円 

  

② 交通費 

当該地域包括支援センター内でのサービスの提供は利用料金に含まれています。 

当該地域包括支援センターを超える地点から 1キロメートルにつき１００円を請求いたします。 

 

③ 介護保険外のサービス 

介護保険対象外の業務については、提供できません。別途保険外サービスの利用を契約下さい。 

 

（３）支払い方法 

 

 利用料（利用者負担分の金額）は、１ヶ月ごとにまとめて請求しますので、お支払いください。 

 なお、利用者負担金の受領に関わる領収書については、次月の請求書と一緒にお渡しいたします。 

 

支払い方法 支払い要件等 

口座引き落とし 

サービスを利用した月の翌月の26日（祝休日の場合は直後の平日）に、

あなたが指定する下記の口座より引き落とします。 

引落しされなかった場合は翌月26日にまとめて引落しされますので 

指定口座に入金いただくようお願いいたします。 

 

７．事故発生時の対応 

 

 サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員（又

は地域包括支援センター）及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 

８．秘密保持と個人の保護 

 

 利用者及びその家族に関する秘密について 

  事業者及び事業者が雇用する職員は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその 

  家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。この秘密を保持する義務  



  は契約が完了した後も継続します。 

 

９．個人情報の保護について 

 

（1）事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良 

   な管理者の注意をもって管理し、また処分の際についても第三者への漏洩を防止する 

   ものとします。 

 

(2) 事業者は、利用者の利益に返すこと以外、個人情報を用いません。 

   また、利用者の家族の個人情報についても同様とします。 

 

(3) 予め同意を得た上で下記の場合のみ、個人情報を用いることとします。 

  ・事業者が行う管理運営業務のうち、会計・経理・事故等の報告。 

  ・当該利用者に対して、居宅サービスを提供する居宅介護支援事業者や他の居宅サービス事業者

との連携（サービス担当者会議）及び照会への回答。 

  ・家族への心身状況の説明。 

  ・介護保険のうち、審査支払機関へのレセプトの提出、審査支払機関または保険者からへの照会

への回答。 

  ・損害賠償保険等に係る保険会社等への相談または届出等。 

  ・緊急時における医療機関への情報提供。 

  ・介護保険サービスの質の向上を図る為に学会、研究会等での事例研究発表等。 

   なお、この場合は利用者個人を特定できないよう仮名等を使用することを厳守する。 

 

(4) 本契約により、個人情報の利用に同意したものとする。 

 

１０．賠償保険への加入 

 

 本事業所は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

 

   三井住友海上火災保険株式会社  損害保障制度 

 

１１.相談窓口 

 

（１） サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。 

 

事業所相談窓口 

電話番号  078-944-6461 

窓口担当者 サービス提供責任者 栗山 まや 

窓口開設時間 8：00～17：00 

相談方法 ケースに応じて対応 

 

（２） サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。 



 

苦情受付機関 

明石市役所 高齢者総合支援室 電話番号  078-918-5091 

明石市福祉局福祉施設安全課 電話番号 078-918-5279 

兵庫県健康福祉部 高齢政策課 電話番号 078-341-6470 

兵庫県国民健康保険団体連合会 電話番号  078-332-5601 

 

１２.ハラスメントについて 

事業所は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優

越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員の

就業環境が害される事を防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとします。 

 

（２）ハラスメントは、介護サービスの提供を困難にし、関わった訪問介護員の心身に悪影響を与えま

す。下記の様な行為が行われた場合、介護サービスの提供を停止させて頂く場合があります。 

① 性的な話をする、必要もなく手を触る等のセクシャルハラスメント行為 

② 特定のヘルパーに嫌がらせをする、理不尽なサービス要求する等の精神的暴力 

③ 叩く、つねる、払いのける等の身体的暴力 

④ 長時間の電話、ヘルパーや事業所に対して理不尽な苦情を申し立てる等の行為 

 

１３. 虐待の防止について 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げると

おり必要な措置を講じます。  

（１） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 管理者兼サービス提供責任者  島崎 ミエ子 

 

（２） 成年後見制度の利用を支援します。  

（３） 苦情解決体制を整備しています。 

（４） 従業者に対して、虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

（５） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）に

よる虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、市町村に通報します。 

 

１４.衛生管理等  

（１） 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

（２）事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

（３） 事業所において感染症が発生、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。  

① 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を年に 2 回以

上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。  

② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

 ③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修を定期的に実施します。 

 

１５.業務継続計画の策定等について  



（１） 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施す

るため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当

該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

 （２） 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実

施します。 

（３） 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

   

１６.サービス利用にあたっての留意事項 

 

（１） サービス提供の際、訪問介護員等は以下の業務を行うことができませんので、あらかじめご了

解ください。 

① 医療行為及び医療補助行為 

② 訪問介護員等に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りします。 

③ 体調管理や容態の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、出来る限り早めに担

当の介護支援専門員、又は当事業所へご連絡ください。 

 

サービス提供中に様態の変化等があった場合は、事前打ち合わせにより主治医、緊急隊、親族、居宅介

護支援事業所への連絡をいたします。 

 

改定について 

 

この重要事項説明書を改定する場合、軽微な事項及び法改定に伴う事項については通知をもって同意を

いただいたものとします。ただし、変更事項に同意できない場合は契約を解除できるものとします。 

 

主治医 

主治医氏名 
 

            

電話番号 
 

 

ご家族 

氏  名  

住  所 

 

 

 

電話番号 
 

 

ご家族 

氏  名 
 

 

住  所 

 

 

 

電話番号 
 

 

 



以上のとおり、居宅介護サービスに関する契約を締結します。 

 

 上記契約を証明するため、本書 2通を作成し、利用者及び事業者の双方が記名・押印の上、 

 それぞれ１部ずつ保有します。 

 

令和     年       月       日       時     分 

 

 

 

事業者は、利用者の申込みを受託し、この契約書に定める各種サービスを、誠実に責任をもって行い

ます。また、本書面に基づき契約書及び重要事項の説明を行いました。 

 

事 業 者  所在地    明石市魚住町清水 431番地の 2の 201号 

事業者名（法人名） 訪問介護わかば（株式会社ハピネス） 

説明者職名   管理者  島崎 ミエ子    印    

 

私は、事業者より上記の契約内容及び重要事項について説明を受け同意しました。 

また１０条に定める利用者の個人情報の使用についても同意いたします。 

 

        利 用 者  住 所                        

 

氏 名                 印  

 

                            電話番号                                          

 

 私は、利用者本人の契約の意思を確認の上、本人に代わり、上記署名を行いました。 

署名代行者（又は法定代理人） 

住 所                       

 

本人との続柄                    

 

氏 名                     印  


